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夕張岳登山者の皆さまへ

夕張岳登山道に通じる国有林林道の一部通行禁止について

夕張岳登山道に至る国有林林道の通行につきましては、これまでも関係者の皆様からご協力頂

きながら、通行の安全確保が図られる中で登山者に林道の開放を行ってきたところです。

しかしながら、今年の現場点検の結果、落石防止網を設置していた箇所において、崩落及び網

損傷が確認され、通行に当たり安全確保が図られるかの検討を行ってきた結果、今後も崩落等の

恐れがあり、安全に通行して頂くことが困難と判断しました。

このことから、下記とおり車両による通行を禁止することとしましたので、登山者の皆さんには何

かとご不便をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力をお願いします。

記

１ 通行禁止措置

・鹿島林道約7kmの地点にゲートを設置し、車両による通行を禁止

（参考：通行禁止地点から登山道まで約７km）

２ 通行禁止措置期間

・平成２６年６月２１日から（通行禁止措置解除時期は未定）

３ その他の措置

・国道から約７kmの区間については、平成２６年６月２１日から９月３０日まで開放します。

・通行禁止措置ゲート付近に「お知らせ」看板を設置

・鹿島林道と鹿島右股林道分岐付近に約20台程度駐車スペースを設置

・安全に十分注意のうえ、徒歩による通行は可

４ 今後における林道工事予定について

・現地は、法面崩落により落石防止網が損傷していることから、林道走行の安全を確保するた

め、林道工事（落石防止網工）を発注する計画です。

・林道工事の完了には相当の期間を要しますが、林道通行の安全が確認でき次第、通行禁止

を解除する考えです。

・通行禁止解除の時期については、林道工事の発注状況等により未確定ですが、見通しが明

らかになった時点で公表する考えです。

（留意事項）

・林道は、事業専用道路であるため、砂利道、幅員が狭く見通しが悪いので、速度を十分落と

して走行すること。また、携帯電話の通信範囲のほとんどが圏外であることに注意すること。

・一部林道を開放しているが、安全確保の面から災害発生時又は降雨により安全が確保出来

ないと判断した場合は、予告なく通行止めの措置を行うことがある。

・通行禁止措置ゲートから先への進入による事故等の責任は一切負えない。

林道通行等における問合せ先】【

空知森林管理署

0126-22-1940TEL:
森林技術指導官又は総括森林整備官



お 知 ら せ

融雪等により崩落が発生し落石防止網等の損傷のため、安全に通行することが困難な状況

から、夕張岳登山道に至る国有林の林道の一部通行禁止の措置を実施しております。

ご迷惑をお掛けしますが、下記のとおりとしましたので、登山者の皆さんには何かとご不便をお

掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

１ 通行禁止措置
通行禁止措置ゲートより登山道まで約７km

２ 通行禁止措置期間
平成２６年６月２１日から（通行禁止措置解除時期は未定）

３ その他の措置

① 国道から約７kmの区間は、平成２６年６月２１日から９月３０日まで開放しております。

② 約２０台程度の駐車スペースを設置しております。

③ 安全に十分注意のうえ、徒歩による通行は可能です。

通行禁止措置ゲートから先へ進入による事故等の責任は、一切負えない。・

空 知 森 林 管 理 署

電話 0126-22-1940

〈 看 板 〉


